
墨田区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行   
 （借受けの資格） 

第３条 資金の貸付けを受けることができる

女性（以下単に「女性」という。）は、他

から同種の資金を借り受けることが困難と

認められる者で、次の各号のいずれかに該

当するものとする。ただし、第１号に該当

する者のうち、直系の親族又は兄弟姉妹を

扶養していない者で、その収入が墨田区規

則（以下「規則」という。）で定める収入

基準を超えるものを除く。 

 ⑴ 配偶者のない女子で、現に引き続き６

月以上東京都の区域内に居住し、かつ、

墨田区に住所を有する２０歳以上のもの 

 ⑵ 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、２０歳未満の

者であっても、配偶者のない女子で、現に 

引き続き６月以上東京都の区域内に居住し、

かつ、墨田区に住所を有し、直系の親族又

は兄弟姉妹を扶養しているものは、区長が

特に必要があると認めたときは、資金の貸

付けを受けることができる。 

３ 〔略〕 

 （貸付けの限度額等） 

第５条 資金の貸付けの限度額、据置期間及

び償還期限は、次表のとおりとする。 
 

資金の種類 限度額 据置期間 
償還 
期限 

事業開始資金 〔略〕   
事業継続資金 〔略〕   

技能習得資金 

１ ２以外の知
識技能を習得
する場合 習
得期間中５年
を超えない範
囲内において 
月額 65,000
円 
２ 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

就職支度資金 〔略〕   
住 宅 資 金 〔略〕   
転 宅 資 金 〔略〕   
医療介護資金 〔略〕   

 〔同左〕 

第３条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 配偶者のない女子で、現に引き続き６

月以上東京都の区域内に居住し、かつ、

墨田区に住所を有する２５歳以上のもの 

 ⑵ 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、２５歳未満の

者であっても、配偶者のない女子で、現に 

引き続き６月以上東京都の区域内に居住し、

かつ、墨田区に住所を有し、直系の親族又 

は兄弟姉妹を扶養しているものは、区長が

特に必要があると認めたときは、資金の貸

付けを受けることができる。 

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第５条 〔同左〕 

 
  

資金の種類 限度額 据置期間 
償還 
期限 

事業開始資金 〔略〕   
事業継続資金 〔略〕   

技能習得資金 

１ ２以外の知
識技能を習得
する場合 習
得期間中３年
を超えない範
囲内において 
月額 50,000
円 
２ 〔略〕 

〔略〕 〔略〕 

就職支度資金 〔略〕   
住 宅 資 金 〔略〕   
転 宅 資 金 〔略〕   
医療介護資金 〔略〕   



生 活 資 金 〔略〕 
結 婚 資 金 〔略〕   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修 学 資 金 

１ 国、地方公
共団体又は国
立大学法人 
（国立大学法
人法（平成１
５年法律第１
１２号）第２
条第１項に規
定する国立大 
学法人をいう。
以下同じ。）
が設置する高
等学校に就学
する期間中 
月額 ３４，
５００円 
２ 〔略〕 
３ 国、地方公
共団体、独立
行政法人国立
高等専門学校
機構又は公立
大学法人（地
方独立行政法
人法（平成１
５年法律第１
１８号）第６
８条第１項に
規定する公立
大学法人をい
う。以下同 
じ。）が設置
する高等専門
学校に就学す
る期間中 
月額 ７６，
５００円 
４ 私立の高等
専門学校に就
学する期間中 
月額 ９０，
０００円 
５ 国、地方公
共団体、国立
大学法人又は
公立大学法人
が設置する短
期大学に就学
する期間中 
月額 ７６，
５００円 
６ 〔略〕  
７ 国、地方公
共団体、国立

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔略〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔略〕 

生 活 資 金 〔略〕 
結 婚 資 金 〔略〕   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修 学 資 金 

１ 国立又は公
立の高等学校
に修学する期
間中 
 月額 ３４，
５００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 〔略〕 
３ 国立又は公
立の高等専門
学校に修学す
る期間中 
 月額 ７５，
０００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 私立の高等
専門学校に修
学する期間中 
月額 ８８，
５００円 
５ 国立又は公
立の短期大学
に修学する期
間中 
 月額 ７６，
５００円 
 
 
 
６ 〔略〕 
７ 国立又は公
立の大学に修

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔略〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔略〕 



大学法人又は
公立大学法人
が設置する大
学に就学する
期間中 
 月額 ７６，
５００円 
８ 〔略〕 
９ 国、地方公
共団体又は国
立大学法人が
設置する専修
学校の高等課
程に就学する
期間中 
 月額 ３４，
５００円 
10 〔略〕  
11 国、地方公
共団体又は国
立大学法人が
設置する専修
学校の専門課
程に就学する
期間中 
 月額 ７６，
５００円 
12 〔略〕  
13 専修学校の
一般課程に就
学する期間中 
月額 ４５，
０００円 
      

 
 
 
 
 
 
 

就学支度資金 

１００，０００
円（私立の高等
学校、高等専門
学校又は専修学
校の高等課程へ
入学する場合に 
あっては４２０，
０００円、国、
地方公共団体、
国立大学法人若
しくは公立大学
法人が設置する
大学若しくは短
期大学又は国、
地方公共団体若
しくは国立大学
法人が設置する
専修学校の専門
課程へ入学する
場合にあっては 
３８，０００円、
私立の大学、短

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔略〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔略〕 

学する期間中 
月額 ７６，
５００円 
 
 
 
 
８ 〔略〕 
９ 国立又は公
立の専修学校
の高等課程に
修学する期間 
中 
月額 ３４，
５００円 
 
 
10 〔略〕  
11 国立又は公
立の専修学校
の専門課程に
修学する期間 
中 
月額 ７６，
５００円 
 
 
12 〔略〕  
13 専修学校の
一般課程に修
学する期間中 
月額 ４３，
５００円 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

就学支度資金 

１００，０００
円（私立の高等
学校、高等専門
学校又は専修学
校の高等課程へ
入学する場合に 
あっては４２０，
０００円、国立 
又は公立の大学、
短期大学又は専
修学校の専門課
程へ入学する場
合にあっては３ 
８０，０００円、
私立の大学、短
期大学又は専修
学校の専門課程
へ入学する場合
にあっては５９
０，０００円） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔略〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔略〕 



期大学又は専修
学校の専門課程
へ入学する場合
にあっては５９
０，０００円） 

    
  

 （貸付利率） 

第７条 女性が扶養している子に係る技能習

得資金、就職支度資金、修学資金及び就学

支度資金は、無利子とし、その他の資金に

ついては、保証人を立てる場合は、無利子

とし、保証人を立てない場合は、据置期間

中は無利子とし、据置期間経過後は、その

利率を年１．５パーセント以内で規則で定

める率とする。 

 （貸付けの申請） 

第８条 資金の貸付けを受けようとする者は、

規則で定めるところにより、区長に申請し

なければならない。 

 （保証人及び連帯債務を負担する借主） 

第９条 技能習得資金、就職支度資金、医療

介護資金、結婚資金、修学資金又は就学支

度資金の貸付けを受けようとする者（女性

が扶養している子に限る。）は、保証人を

立てなければならない。 

２ 女性が扶養している子に係る技能習得資

金、就職支度資金、医療介護資金、結婚資

金、修学資金又は就学支度資金の貸付け

（第３条第３項の規定によるものを除く。）

については、当該資金の貸付けにより知識

技能を習得し、就職し、医療を受け、婚姻

し、修学し、又は入学する子は、当該貸付

金の連帯債務を負担する者（以下「連帯借

主」という。）として加わらなければなら

ない。 

３ 技能習得資金又は修学資金の連帯借主は、

知識技能の習得又は修学の中途において当

該資金の貸付けを受けている者が死亡した

とき、又は第１３条第１項第１号若しくは

第３号の規定に該当する事由が生じたため

当該資金の貸付けを打ち切られたときは、

第３条の規定にかかわらず、規則で定める

ところにより区長に申請し、その知識技能

 
 
 
 
 

 

   

  

 〔同左〕 

第７条 事業開始資金、事業継続資金、技能

習得資金、就職支度資金、医療介護資金、

生活資金（失業している期間中の生活を維

持するのに必要な資金を除く。）、修学資

金及び就学支度資金は、無利子とし、その

他の資金については、据置期間中は無利子

とし、据置期間経過後は、その利率を年３

パーセント以内で規則で定める率とする。 

 〔同左〕 

第８条 資金の貸付けを受けようとする者は、

規則で定めるところにより、保証人を立て

て、区長に申請しなければならない。 

 （連帯債務を負担する借主） 

第９条 〔新設〕  

 

 

 

 

女性が扶養している子に係る技能習得資

金、就職支度資金、医療介護資金、結婚資

金、修学資金又は就学支度資金の貸付け 

（第３条第３項の規定によるものを除く。）

については、当該資金の貸付けにより知識

技能を習得し、就職し、医療を受け、婚姻

し、修学し、又は入学する子は、当該貸付

金の連帯債務を負担する者（以下「連帯借

主」という。）として加わらなければなら

ない。 

２ 技能習得資金又は修学資金の連帯借主は、

知識技能の習得又は修学の中途において当

該資金の貸付けを受けている者が死亡した

とき又は第１３条第１項第１号若しくは第

３号の規定に該当する事由が生じたため当

該資金の貸付けを打ち切られたときは、第

３条の規定にかかわらず、規則で定めると

ころにより区長に申請し、その知識技能の



の習得又は修学を終了するまでの間、当該

資金の貸付けを受けることができる。 

 （貸付の決定及び通知） 

第１０条 区長は、第８条又は前条第３項の

申請があったときは、貸付けの可否及び貸 

付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

（届出事項） 

第１５条 資金の貸付けを受けた者（以下 

「借受者」という。）が、次の各号のいず

れかに該当するときは、借受者又は連帯借

主若しくは保証人は、速やかにその旨を区

長に届け出なければならない。連帯借主又

は保証人が第１号又は第２号に該当したと

きも同様とする。 

⑴ 住所又は氏名を変更したとき。 

⑵ 死亡し、又は所在不明となったとき。 

⑶ 天災、火災その他重大な災害を受けた 

とき。 

⑷ 前３号に定める場合のほか、規則で定 

める事由が生じたとき。 

（延滞利子） 

第１８条 区長は、借受者が償還期日（前条 

の規定により一時償還する場合は、当該一 

時償還すべき期日とする。以下この条にお 

いて同じ。）までに支払うべき元利金を支

払わなかったときは、当該元利金の額につ 

き年１０．７５パーセントの割合をもって、

当該償還期日の翌日から支払の日までの日

数により計算した延滞利子を徴収する。た

だし、区長が特別の理由があると認めたと

きは、この限りでない。 

（貸付金の償還猶予） 

第１９条 区長は、次に掲げる場合は、借受

者に対し、貸付金の償還を猶予することが

できる。ただし、第１号に掲げる場合にお

いて、当該貸付金に係る連帯借主がある場

合におけるその連帯借主が償還期日に当該

貸付金を償還することができると認められ

るときは、この限りでない。 

⑴・⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 （委任） 

習得又は修学を終了するまでの間、当該資

金の貸付けを受けることができる。 

 〔同左〕 

第１０条 区長は、第８条又は前条第２項の

申請があったときは、貸付けの可否及び貸 

付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

 〔同左〕 

第１５条 資金の貸付けを受けた者（以下

「借受者」という。）が、次の各号のいず

れかに該当するときは、借受者又は連帯借

主若しくは保証人は、速やかにその旨を区

長に届け出なければならない。連帯借主又

は保証人が第１号又は第２号に該当したと

きも同様とする。 

⑴ 住所又は氏名を変更したとき。 

⑵ 死亡し、又は所在不明となったとき。 

⑶ 天災、火災その他重大な災害を受けた 

とき。 

⑷ 前各号に定める場合のほか、規則で定 

める事由が生じたとき。 

〔同左〕 

第１８条 区長は、借受者が償還期日（前条

の規定により一時償還する場合は、当該一

時償還すべき期日とする。以下本条におい

て同じ。）までに支払うべき元利金を支払

わなかったときは、当該元利金の額につき

年１０．７５パーセントの割合をもって、

当該償還期日の翌日から支払の日までの日

数により計算した延滞利子を徴収する。た

だし、区長が特別の理由があると認めたと

きは、この限りでない。 

〔同左〕 

第１９条 区長は、次の各号に掲げる場合は、

借受者に対し、貸付金の償還を猶予するこ

とができる。ただし、第１号に掲げる場合

において、当該貸付金に係る連帯借主があ

る場合におけるその連帯借主が償還期日に 

当該貸付金を償還することができると認め

られるときは、この限りでない。 

⑴・⑵ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 



第２３条 第３条第１項、第６条、第７条、

第８条、第９条第３項及び第１５条第４号

に規定するもののほか、この条例の施行に

ついて必要な事項は、規則で定める。 

第２３条 第３条第１項、第６条、第７条、

第８条、第９条第２項及び第１５条第４号

に規定するもののほか、この条例の施行に

ついて必要な事項は、規則で定める。   

   付 則 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第７条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの申

請があったものから適用し、同日前に貸付けの申請があったものについては、なお

従前の例による。 


